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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転操作可能な回転操作部材と、
　前記回転操作部材と一体に回転可能であり、第１の凹部および第１の凸部が外周部に沿
って交互に形成されており、複数のクリック孔が周方向に沿って前記第１の凹部および前
記第１の凸部より内周側に形成されている回転部材と、
　前記回転操作部材の回転操作によって、前記クリック孔に係合する状態と前記クリック
孔から離脱する状態とを繰り返して前記回転操作部材に対してクリック感を発生させるク
リック感発生部材と、
　前記回転操作部材の回転操作によって、前記回転部材の前記第１の凹部を検知する状態
と前記第１の凸部を検知する状態とを繰り返して前記回転操作部材の回転方向及び回転操
作量を検出する検出手段と、を備え、
　前記クリック孔と前記第１の凹部とが前記回転部材の直径方向に並ばないように、前記
クリック孔、前記第１の凹部および前記第１の凸部が前記回転部材に形成されていること
を特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記回転操作部材と前記回転部材との間に挟持されるベース部材と、
　前記回転部材と前記ベース部材との間に配置され、前記回転部材が回転した際に、前記
ベース部材に対して回転方向に摺動する摺動部材と、をさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載の電子機器。
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【請求項３】
　前記摺動部材は、前記クリック孔を覆うように、前記クリック感発生部材が配置される
側と反対側から前記回転部材に固定されていることを特徴とする請求項２に記載の電子機
器。
【請求項４】
　前記摺動部材には、第２の凹部および第２の凸部が外周部に沿って交互に形成されてお
り、前記摺動部材は、前記第２の凹部と前記第１の凹部とが互いに重なり合うとともに、
前記第２の凸部と前記第１の凸部とが互いに重なり合うように、前記回転部材に固定され
ていることを特徴とする請求項２又は３に記載の電子機器。
【請求項５】
　レンズ鏡筒をさらに備え、
　前記回転操作部材は、前記レンズ鏡筒の外周側に配置される操作リングであることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記クリック感発生部材は、前記クリック孔に向けて付勢されている球面形状を有する
部材であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ等の撮像装置を含む電子機器に関し、特に回転操作可能な回
転操作部材を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の電子機器では、一般的にレンズ鏡筒の外周部の操作リングを回転操
作することにより、その回転方向及び回転操作量に基づき、レンズ鏡筒のズーム調整やフ
ォーカス調整、もしくは設定パラメータを変更するものがある。また、操作リングの回転
操作量を把握し易くするためのクリック機構を設けて操作性を向上させた電子機器も知ら
れている。
【０００３】
　従来、操作リングと共に回転する回転部材に、クリック機構のための第１の孔と回転方
向及び回転操作量を検出するための第２の孔を設け、第１の孔と第２の孔とを直径方向に
つながるように形成した技術が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－８９７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記特許文献１では、操作リングと共に回転する回転部材に第１の孔、第２の
孔、及び剛性確保のための最外形部分が直径方向につながるように形成されているため、
操作リングの径方向の大型化ひいては電子機器の大型化を招く原因になる。
【０００６】
　そこで、本発明は、回転操作部材のクリック機構を用いた良好な操作性を確保しつつ回
転操作部材の径方向の小型化を実現する電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、回転操作可能な回転操作部材と、前
記回転操作部材と一体に回転可能であり、第１の凹部および第１の凸部が外周部に沿って
交互に形成されており、複数のクリック孔が周方向に沿って前記第１の凹部および前記第
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１の凸部より内周側に形成されている回転部材と、前記回転操作部材の回転操作によって
、前記クリック孔に係合する状態と前記クリック孔から離脱する状態とを繰り返して前記
回転操作部材に対してクリック感を発生させるクリック感発生部材と、前記回転操作部材
の回転操作によって、前記回転部材の前記第１の凹部を検知する状態と前記第１の凸部を
検知する状態とを繰り返して前記回転操作部材の回転方向及び回転操作量を検出する検出
手段と、を備え、前記クリック孔と前記第１の凹部とが前記回転部材の直径方向に並ばな
いように、前記クリック孔、前記第１の凹部および前記第１の凸部が前記回転部材に形成
されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、回転操作部材のクリック機構を用いた良好な操作性を確保しつつ回転
操作部材の径方向の小型化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】（ａ）は本発明の電子機器の第１の実施形態であるデジタルカメラを正面側（被
写体側）から見た斜視図、（ｂ）は（ａ）に示すデジタルカメラを背面側から見た斜視図
である。
【図２】図１（ａ）に示すデジタルカメラの分解斜視図である。
【図３】フロントカバーユニットの分解斜視図である。
【図４】（ａ）は回転部材と摺動シートの分解斜視図、（ｂ）は回転部材と摺動シートの
組み付け後の正面図である。
【図５】（ａ）はフロントカバーユニットを内側から見た図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線
断面図である。
【図６】図５に示すクリック位置から回転部材を時計回り方向に回転させたときのフォト
インタラプタの出力信号のタイミングチャート図である。
【図７】本発明の電子機器の第２の実施形態であるデジタルカメラにおいて、（ａ）は回
転部材と摺動シートの分解斜視図、（ｂ）は回転部材と摺動シートの組み付け後の正面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　図１（ａ）は本発明の電子機器の第１の実施形態であるデジタルカメラを正面側（被写
体側）から見た斜視図、図１（ｂ）は図１（ａ）に示すデジタルカメラを背面側から見た
斜視図である。なお、本実施形態では、電子機器として、撮像装置の一例としてのデジタ
ルカメラを例示するが、これに限定されない。
【００１３】
　図１（ａ）に示すように、本実施形態のデジタルカメラ１は、正面側に、レンズ鏡筒２
が設けられ、レンズ鏡筒２の外周側には、操作リング１０１が回転操作可能に設けられて
いる。操作リング１０１を回転操作することにより、レンズ鏡筒２のズーム調整やフォー
カス調整、もしくは撮影パラメータを変更することができる。デジタルカメラ１のレンズ
鏡筒２の左側には、グリップ部３が配置され、グリップ部３の上方には、撮影パラメータ
を変更するための電子ダイアル４が設けられている。デジタルカメラ１の上面部には、電
源ボタン８、レリーズボタン７、ズームレバー６、露出補正ダイアル５、モードダイアル
１０、視度調整ダイアル１１、及びポップアップ式のストロボユニット９等が設けられて
いる。操作リング１０１は、本発明の回転操作部材の一例に相当する。
【００１４】
　図１（ｂ）に示すように、デジタルカメラ１の背面側には、ＬＣＤ等の表示装置２１が
２軸ヒンジ部２２を介して開閉方向の回動可能、かつ開状態で回転可能に支持されている
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。表示装置２１の上方には、ファインダ表示部２０が設けられ、表示装置２１の右側には
、各種操作ボタン群２３ａ～２３ｆ、および回転操作可能なコントロールホイール２４が
設けられている。また、デジタルカメラ１のグリップ部３側の側面には、外部端子コネク
タを開閉可能に覆うコネクタカバー２５が設けられている。
【００１５】
　図２は、図１（ａ）に示すデジタルカメラ１の分解斜視図である。図２に示すように、
デジタルカメラ１のカメラ本体２００には、レンズ鏡筒２、ファインダ表示部２０、不図
示のバッテリ収納部、及び電子回路基板等が組み付けられ、この状態でトップカバーユニ
ット４００、及び表示ユニット５００が組み付けられる。表示ユニット５００は、表示装
置２１と２軸ヒンジ部２２が一体化されている。また、ファインダ表示部２０には、アイ
ピースユニット６００が組み付けられる。
【００１６】
　さらに、カメラ本体２００には、左サイドカバーユニット７００と右サイドカバーユニ
ット８００が組み付けられ、最後にカメラ本体２００の正面側及び背面側に、それぞれフ
ロントカバーユニット１００及びリアカバーユニット３００を組み付けられる。これによ
り、デジタルカメラ１が組み立てられる。
【００１７】
　図３は、フロントカバーユニット１００の分解斜視図である。図３に示すように、フロ
ントカバーユニット１００のフロントベース部材１５３には、デジタルカメラ１の正面側
の外装を形成するフロントカバー１５１が両面テープで貼り付けられ接着剤等で固定され
る。フロントカバー１５１には、グリップ部３が組み付けられ、ネジ１５４等により固定
される。
【００１８】
　また、フロントベース部材１５３には、操作リング１０１が組み付けられる。操作リン
グ１０１には、クッション性を有するリング状の付勢部材１０２が両面テープ等を介して
貼り付けられ、また、操作リング１０１の周溝１０１ｆには、フッ素ゴムなどの摺動性に
優れたＯリング１０３が組み付けられる。
【００１９】
　フロントベース部材１５３には、操作リング１０１と一体に回転可能な回転部材１０５
が組み付けられ、操作リング１０１と回転部材１０５との間にフロントベース部材１５３
が挟持される。回転部材１０５の外周部には、正面側に向けて突出する回転位置規制部１
０５ｄ及びフッキング部１０５ｅがそれぞれ周方向に複数設けられている。回転位置規制
部１０５ｄは、操作リング１０１の回転位置規制凹部１０１ｄに対応して形成され、回転
位置規制部１０５ｄを回転位置規制凹部１０１ｄに合わせて位相を決めた状態でフッキン
グ部１０５ｅを操作リング１０１の突起部１０１ｅに係合させる。
【００２０】
　フッキング部１０５ｅは、回転部材１０５の周方向に略等間隔で４箇所設けられている
。回転部材１０５に設けられるフッキング部１０５ｅが３箇所の場合、外部からの衝撃で
１箇所のフッキング部１０５ｅが外れてしまった場合に、操作リング１０１が容易に外れ
てしまうため、１箇所あたりのフッキング部１０５ｅの強度を上げる必要がある。
【００２１】
　一方、１箇所あたりのフッキング部１０５ｅの強度を上げすぎると、組立性を損なう可
能性が高い。このため、回転部材１０５にフッキング部１０５ｅを４箇所設けることで、
１箇所あたりのフッキング部１０５ｅの必要な強度を確保しつつ、組立性を損なうことを
防ぐことができる。また、回転部材１０５には、摺動シート１０４が貼り付けられる。摺
動シート１０４は、回転部材１０５とフロントベース部材１５３との間に配置され、回転
部材１０５が回転する際に、フロントベース部材１５３に対して回転方向に摺動する。な
お、回転部材１０５と摺動シート１０４の詳細については、後述する。
【００２２】
　また、フロントベース部材１５３には、フォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂを実装
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したフレキシブル基板１１１が組み付けられる。フォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂ
には、フォトダイオード等の発光部と受光部が設けられている。発光部と受光部の間に、
遮光部材が有る場合は、発光部からの光が遮られるため、受光部が光を受けることができ
ず、発光部と受光部の間に、遮光部材が無い場合は、受光部が光を受けることができる。
【００２３】
　更に、フロントベース部材１５３には、保持部材１０６が組み付けられる。保持部材１
０６の腕部１０６ａは、フレキシブル基板１１１を押さえて固定する。保持部材１０６に
は、ガイド孔１０６ｂが形成されている。ガイド孔１０６ｂには、ボール１０７及びバネ
１０８が組み付けられ、この状態でバネ保持部材１０９を組み付けてネジ１１０で固定す
ることで、フロントカバーユニット１００が組み立てられる。ボール１０７は、本発明の
クリック感発生部材の一例に相当する。また、ボール１０７は、クリック孔１０５ｃに向
けて付勢されている球面形状を有する部材の一例に相当する。
【００２４】
　図４（ａ）は回転部材１０５と摺動シート１０４の分解斜視図、図４（ｂ）は回転部材
１０５と摺動シート１０４の組み付け後の正面図である。
【００２５】
　図４に示すように、回転部材１０５は、リング状に形成され、回転部材１０５の外周部
には、周方向に沿って凹部１０５ａと凸部１０５ｂが交互に略等間隔で形成されている。
複数の凸部１０５ｂは、フォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの遮光部材となる。凹部
１０５ａおよび凸部１０５ｂ内周側には、クリック孔１０５ｃが形成されている。クリッ
ク孔１０５ｃは、回転部材１０５の回転中心と直交する方向（回転部材１０５の直径方向
）に複数の凸部１０５ｂと並ぶように、回転部材１０５に複数形成されている。クリック
孔１０５ｃは、凸部１０５ｂの同じ数だけ形成されている。したがって、複数の凹部１０
５ａは、それぞれ周方向に互いに隣り合うクリック孔１０５ｃとクリック孔１０５ｃとの
間に配置される。ここで、凹部１０５ａは、本発明の第１の凹部の一例に相当し、凸部１
０５ｂは、本発明の第１の凸部の一例に相当する。摺動シート１０４は、本発明の摺動部
材の一例に相当する。
【００２６】
　このように、本実施形態では、フォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの遮光部材とな
る凸部１０５ｂの位置にクリック孔１０５ｃが形成され、凹部１０５ａが凸部１０５ｂと
周方向に並んで配置されている。つまり、クリック孔１０５ｃと凹部１０５ａとが回転部
材１０５の回転中心と直交する方向（回転部材１０５の直径方向）に並ばないように、ク
リック孔１０５ｃ、凹部１０５ａおよび凸部１０５ｂが回転部材１０５に形成されている
。
【００２７】
　摺動シート１０４も回転部材１０５と同様に、リング状に形成され、摺動シート１０４
の外周部には、周方向に沿って凹部１０４ａと凸部１０４ｂが交互に略等間隔で形成され
ている。凹部１０４ａは、本発明の第２の凹部の一例に相当し、凸部１０４ｂは、本発明
の第２の凸部の一例に相当する。摺動シート１０４の凹部１０４ａの周方向の幅は、回転
部材１０５の凹部１０５ａの周方向の幅よりも大きくなっている。また、摺動シート１０
４の凸部１０４ｂの周方向の幅は、回転部材１０５の凸部１０５ｂの周方向の幅よりも小
さくなっている。
【００２８】
　摺動シート１０４の凹部１０４ａの摺動シート１０４の外径は、回転部材１０５の凹部
１０５ａの回転部材１０５の外径よりも小さくなっている。摺動シート１０４の凸部１０
４ｂの摺動シート１０４の外径は、回転部材１０５の凸部１０５ｂの回転部材１０５の外
径よりも小さくなっている。
【００２９】
　摺動シート１０４の凹部１０４ａと回転部材１０５の凹部１０５ａとが互いに重なり合
い、摺動シート１０４の凸部１０４ｂと回転部材１０５の凸部１０５ｂとが互いに重なり
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合うように、摺動シート１０４は両面テープ等を介して回転部材１０５に固定される。ま
た、摺動シート１０４は、回転部材１０５のクリック孔１０５ｃを覆うように、ボール１
０７が配置される側と反対側から回転部材１０５に固定される。つまり、回転部材１０５
は、ボール１０７と摺動シート１０４との間に挟まれる状態となる。摺動シート１０４は
、回転部材１０５の外径部から突出することなく、かつ回転部材１０５のクリック孔１０
５ｃを覆い隠して、回転部材１０５に固定される。これにより、フロントベース部材１５
３と回転部材１０５との良好な摺動性を確保しつつ、クリック孔１０５ｃから光がフォト
インタラプタ１１２ａ，１１２ｂに到達して誤検知するのを防ぐことが可能となる。
【００３０】
　図５（ａ）はフロントカバーユニット１００を内側から見た図、図５（ｂ）は図５（ａ
）のＡ－Ａ線断面図である。図５（ａ）では、回転部材１０５のクリック孔１０５ｃにボ
ール１０７が係合している状態を示している。なお、図５（ａ）においては、説明の便宜
上、保持部材１０６、バネ保持部材１０９、及びネジ１１０の図示は省略している。
【００３１】
　まず、クリック機構について説明する。ボール１０７は、バネ１０８の付勢力によって
回転部材１０５に押し付けられている。回転部材１０５には、前述したように、複数のク
リック孔１０５ｃが周方向に略等間隔で設けられている。クリック孔１０５ｃの孔幅は、
ボール１０７の径よりも小さく設定されている。
【００３２】
　回転部材１０５がレンズ鏡筒２の光軸を中心に操作リング１０１と共に回転すると、ボ
ール１０７は、クリック孔１０５ｃに係合する状態とクリック孔１０５ｃから離脱する状
態を繰り返す。ボール１０７が、クリック孔１０５ｃに係合するときと、クリック孔１０
５ｃとクリック孔１０５ｃとの間を乗り上げるときにクリック感を発生させる。なお、バ
ネ１０８の付勢力を調整したり、ボール１０７のサイズを調整したり、クリック孔１０５
ｃの孔幅を調整したりすることによって、所望のクリック感を得ることができる。
【００３３】
　図５（ｂ）では、回転部材１０５の凹部１０５ａがフォトインタラプタ１１２ｂの中心
付近に位置している。つまり、フォトインタラプタ１１２ｂからの光は遮光されていない
状態を示す。図示は省略するが、フォトインタラプタ１１２ａについても同様に遮光され
ていない状態である。
【００３４】
　図６は、図５に示すクリック位置から回転部材１０５を時計回り方向に回転させたとき
のフォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの出力信号のタイミングチャート図である。フ
ォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの出力信号は、フォトインタラプタ１１２ａ，１１
２ｂが遮光されると、Ｈ（ＨＩＧＨ）となり、遮光されていないとＬ（ＬＯＷ）となる。
前述したように、ボール１０７がクリック孔１０５ｃに係合する位置にあるときは、フォ
トインタラプタ１１２ａ，１１２ｂは、遮光されていないので、フォトインタラプタ１１
２ａ，１１２ｂの出力信号は、共にＬである。
【００３５】
　フォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂ遮光されていない角度、すなわち、回転部材１
０５の凹部１０５ａの角度をＰとし、遮光されている角度、すなわち、回転部材１０５の
凸部１０５ｂの角度をＱとすると、Ｐ＋Ｑが１周期となる。これは、クリック孔１０５ｃ
の１ピッチに相当する。回転部材１０５、すなわち操作リング１０１の回転方向や回転操
作量を検出するために、Ｐ／２だけフォトインタラプタ１１２ａの出力信号とフォトイン
タラプタ１１２ｂの出力信号の位相をずらした位置にフォトインタラプタ１１２ａ，１１
２ｂを配置する。
【００３６】
　この条件であれば、フォトインタラプタ１１２ａとフォトインタラプタ１１２ｂは、隣
り合う位置に配置する必要はない。回転部材１０５を時計回りに１ピッチ回転操作すると
、フォトインタラプタ１１２ａとフォトインタラプタ１１２ｂの出力信号は、「Ｌ－Ｌ」
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、「Ｌ－Ｈ」、「Ｈ－Ｈ」、「Ｈ－Ｌ」の順に変化し、「Ｌ－Ｌ」へ戻る。
【００３７】
　回転部材１０５を反時計回りに１ピッチ回転操作すると、フォトインタラプタ１１２ａ
とフォトインタラプタ１１２ｂの出力信号は、「Ｌ－Ｌ」、「Ｈ－Ｌ」、「Ｈ－Ｈ」、「
Ｌ－Ｈ」の順に変化し、「Ｌ－Ｌ」へ戻る。
【００３８】
　２つのフォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの出力信号が「Ｌ－Ｌ」からスタートし
て、「Ｌ－Ｈ」へ変化したら時計回り、「Ｈ－Ｌ」へ変化したら反時計回りと回転部材１
０５の回転方向を検知することができる。また、２つのフォトインタラプタ１１２ａ，１
１２ｂの出力信号が「Ｌ－Ｌ」からスタートして「Ｌ－Ｌ」へ戻ったときに、１ピッチ回
転操作したことを検知することができる。このようにして、操作リング１０１の回転方向
および回転操作量の検知が可能である。なお、本実施形態では、「Ｌ－Ｌ」、つまり、フ
ォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂが遮光されていない状態をボール１０７がクリック
孔１０５ｃに係合する位置としたが、これに限定されない。すなわち、フォトインタラプ
タ１１２ａ，１１２ｂが遮光されている状態をボール１０７がクリック孔１０５ｃに係合
する位置としても、同様の作用効果を奏する。
【００３９】
　以上説明したように、本実施形態では、回転部材１０５上で、クリック孔１０５ｃと凹
部１０５ａとが回転部材１０５の直径方向に並ばないので、回転部材１０５を直径方向に
小型化することができる。回転部材１０５において、クリック孔１０５ｃを形成するため
には、回転部材１０５の直径方向の寸法が必要になる。本実施形態では、回転部材１０５
の直径方向の寸法に余裕がある凸部１０５ｂが形成されている部分にクリック孔１０５ｃ
を形成することができる。したがって、回転部材１０５の外径を拡大させることなく、ク
リック孔１０５ｃ、凸部１０５ｂおよび凹部１０５ａを回転部材１０５に形成することが
できる。これによって、本実施形態では、操作リング１０１のクリック機構を用いた良好
な操作性を確保しつつ操作リング１０１の径方向の小型化ひいてはデジタルカメラ１の小
型化を実現することができる。
【００４０】
　（第２の実施形態）
　次に、図７を参照して、本発明の電子機器の第２の実施形態であるデジタルカメラにつ
いて説明する。なお、上記第１の実施形態に対して重複する部分については、符号を流用
しつつ図に同一符号を付してその説明を省略する。
【００４１】
　図７（ａ）は回転部材２０５と摺動シート２０４の分解斜視図、図７（ｂ）は回転部材
２０５と摺動シート２０４の組み付け後の正面図である。図７（ａ）に示すように、回転
部材２０５は、リング状に形成され、周方向に沿って複数のクリック孔２０５ｃが略等間
隔で形成されている。回転部材２０５の外周部には、上記第１の実施形態のような凹凸形
状部が設けられていない。
【００４２】
　摺動シート２０４も回転部材２０５と同様に、リング状に形成され、摺動シート２０４
の外周部には、周方向に沿って凹部２０４ａと凸部２０４ｂが交互に略等間隔で形成され
ている。
【００４３】
　図７（ｂ）に示すように、摺動シート２０４の複数の凸部２０４ｂは、回転部材２０５
の外径より径方向外側に突出している。また、摺動シート２０４の凹部２０４ａは、回転
部材２０５の外径と略同径になっている。摺動シート２０４は、凹部２０４ａとクリック
孔２０５ｃとが回転部材１０５の回転中心と直交する方向（回転部材１０５の直径方向）
に並ばないように、治具等で位相を合わせた状態で両面テープ等を介して回転部材２０５
に略同心に固定される。なお、凹部２０４ａおよび凸部２０５ｂは、クリック孔２０５ｃ
の同じ数だけ形成されている。また、摺動シート２０４は、回転部材２０５のクリック孔
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１０５ｃを覆うように、ボール１０７が配置される側と反対側から回転部材２０５に固定
される。つまり、回転部材２０５は、ボール１０７と摺動シート２０４との間に挟まれる
状態となる。
【００４４】
　かかる固定状態では、摺動シート２０４により回転部材２０５のクリック孔２０５ｃが
覆われ、摺動シート２０４の凸部２０４ｂがフォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂの遮
光部材となる。これにより、フロントベース部材１５３と回転部材２０５との良好な摺動
性を確保しつつ、クリック孔２０５ｃから光がフォトインタラプタ１１２ａ，１１２ｂに
到達して誤検知するのを防ぐことが可能となる。その他の構成、及び作用効果は、上記第
１の実施形態と同様である。
【００４５】
　なお、本発明の構成は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材
質、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜
変更可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１　デジタルカメラ
２　レンズ鏡筒
１００　フロントカバーユニット
１０１　操作リング
１０４　摺動シート
１０５　回転部材
１０５ａ　凹部
１０５ｂ　凸部
１０５ｃ　クリック孔
１０７　ボール
１１２ａ，１１２ｂ　フォトインタラプタ
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